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○　

貸
金
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
大
蔵
省
令
第
四
十
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

改　
　

正　
　

後

改　
　

正　
　

前

（
貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
登
録
簿
の
記
載
事
項
等
） 

（
貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
登
録
簿
の
記
載
事
項
等
） 

第
二
十
六
条
の
五
十
一　

法
第
二
十
四
条
の
二
十
五
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

第
二
十
六
条
の
五
十
一　

［
同
上
］ 

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一　

本
籍
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
国
籍
等
（
国
籍

一　

本
籍
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
有
す
る
国

の
属
す
る
国
又
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
条
第
五
号
ロ
に
規
定

籍
）
及
び
性
別 

す
る
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
）
及
び
性
別 

 

［
二
～
四　

略
］ 

［
二
～
四　

同
上
］ 

２　

［
略
］

２　

［
同
上
］
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（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
 

別
紙
様
式
第

10
号
（
第

26
条
の

51
関
係
）
 

貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
登
録
簿
 

登
録
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 登

録
年
月
日
 

 
［
⑴
～
⑶
 
略
］
 

 
⑷
本
籍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 性

別
 

 
 
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
国
籍
等
）
 

 
［
⑸
・
⑹
 
略
］
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 財
務
（
支
）
局
長
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
知
事
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

 
 
［
１
・
２
 
略
］
 

 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
 

別
紙
様
式
第

10
号
（
第

26
条
の

51
関
係
）
 

貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
登
録
簿
 

登
録
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 登

録
年
月
日
 

 
［
⑴
～
⑶
 
同
左
］
 

 
⑷
本
籍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 性

別
 

 
 
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
有
す
る
国
籍
）
 

 
［
⑸
・
⑹
 
同
左
］
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 財

務
（
支
）
局
長
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
知
事
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

 
 
［
１
・
２
 
同
左
］
 

 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
 

別
紙
様
式
第

11
号
（
第

26
条
の

52
関
係
）
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 
 
金

融
庁

長
官

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

 
 
 
貸
金
業
協
会
会
長
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
登
録
申
請
書
 

私
は
、
貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
の
登
録
を
受
け
た
い
の
で
、
貸
金
業
法
施
行
規
則
第

26
条
の

52
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。
 

 
 
 
［
図
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 

 

［
略
］
 

フ
リ
ガ
ナ
 

 

本
 
 
籍
 

 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
 

別
紙
様
式
第

11
号
（
第

26
条
の

52
関
係
）
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 
 
金

融
庁

長
官

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

 
 
 
貸
金
業
協
会
会
長
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
登
録
申
請
書
 

私
は
、
貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
の
登
録
を
受
け
た
い
の
で
、
貸
金
業
法
施
行
規
則
第

26
条
の

52
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。
 

 
 
 
［
同
左
］
 

［
同
左
］
 

［
同
左
］
 

 

［
同
左
］
 

フ
リ
ガ
ナ
 

 

本
 
 
籍
 

 

（
 
）
第
 
 
 
 
 
号
 

（
 
）
第
 
 
 
 
 
号
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（
日
本
の
国
籍
を

有
し

な
い

者
に

あ
っ
て
は
、
そ
の

国
籍
等
）
 

  

［
略
］
 

 

［
略
］
 

 
 
（
記
載
上
の
注
意
）
 

 
 
 
 
［
略
］
 

 

（
日
本
の
国
籍
を

有
し

な
い

者
に

あ
っ
て
は
、
そ
の

者
の

有
す

る
国

籍
）
 

  

［
同
左
］
 

 

［
同
左
］
 

 
 
（
記
載
上
の
注
意
）
 

 
 
 
 
［
同
左
］
 

 

別
紙
様
式
第

22
号
（
第

30
条
の

30
関
係
）
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
 

年
 
 
月
 
 
日
提
出
 

業
 務

 に
 関

 す
 る

 報
 告

 書
 

第
 
 
期
 

金
融
庁
長
官
 
殿
 提

出
者
 
（
郵
便
番
号
 
 
 
 
）
 

所
在
地
 

電
話
番
号
（
 
 
 
）
 
 
 
－
 

商
号
又
は
名
称
 

代
表
者
又
は
管
理
人
の
役
職
氏
名
 

目
 
 
 
 
 
 
 
次
 

［
１
～
13 

略
］
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

［
１
・
２
 
略
］
 

［
１
～
４
 
略
］
 

５
 
役
員
の
氏
名
等
 

 
［
表
略
］
 

 
（
記
載
上
の
注
意
）
 

別
紙
様
式
第

22
号
（
第

30
条
の

30
関
係
）
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
 

年
 
 
月
 
 
日
提
出
 

業
 務

 に
 関

 す
 る

 報
 告

 書
 

第
 
 
期
 

金
融
庁
長
官
 
殿
 提

出
者
 
（
郵
便
番
号
 
 
 
 
）
 

所
在
地
 

電
話
番
号
（
 
 
 
）
 
 
 
－
 

商
号
又
は
名
称
 

代
表
者
又
は
管
理
人
の
役
職
氏
名
 

目
 
 
 
 
 
 
 
次
 

［
１
～
13 

同
左
］
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

［
１
・
２
 
同
左
］
 

［
１
～
４
 
同
左
］
 

５
 
役
員
の
氏
名
等
 

 
［
同
左
］
 

 
（
記
載
上
の
注
意
）
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら

 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で

 

 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら

 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
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１
 
［
略
］
 

２
 
役
員
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
は
、
「
住
所
」
に
つ
い
て
は
、
国
籍
等
及
び
日
本
に

お
け
る
住
所
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
［
３
・
４
 
略
］
 

［
６
～
13 

略
］
 

 
 
１
 
［
同
左
］
 

２
 
役
員
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
は
、
「
住
所
」
に
つ
い
て
は
、
国
籍
及
び
日
本
に
お

け
る
住
所
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
［
３
・
４
 
同
左
］
 

［
６
～
13 

同
左
］
 

備
考 

表
中
の
［ 
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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